【感染症集団発生時の対応と報告のお願い（季節性インフルエンザ）】児童福祉施設・学校


　感染症の感染拡大を防止するためには、発生状況を正確に把握し、早期に対応することが重要となります。
　そのため、以下の様式に必要事項をご記入いただき、速やかに保健所までメールで送信してください。

	様式の種類
	保健所への送信タイミング

	①基本情報
	原則、報告した当日中

	②チェックリスト
	原則、報告した当日中

	③発生状況報告
	報告した当日から終息まで週１回

	④健康観察表
	報告した当日から終息まで週１回



	連絡先

	埼玉県狭山保健所　感染症担当
電話番号：04-2954-6212　（平日8：30～17：15）
メールアドレス：f5462129@pref.saitama.lg.jp



＊チェックリストに記載されている対応事項はすべて、感染拡大防止のために終息まで行ってください。

【感染対策リンク集】
· 保育所における感染症対策ガイドライン（2018年改訂版）
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hoiku/ninkagai/ninkagai-jigyousha/kansensyou_guideline.html
· 国立感染症研究所ホームページ「インフルエンザ」
https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/a/flu.html
· 厚生労働省 「インフルエンザQ&A」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/qa.html
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